
令和 3 年 10 月 22 日 
八坂小学校 
1 年～5 年生の保護者の皆様 

東村山市立八坂小学校 
校 ⾧  西田 智男 

 
令和 4 年度からの学校徴収金収納方法変更のご案内 

 
いつも本校の教育にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 
さて、本校では、従前より給食費や教材費といった学校での金銭徴収において、現金による集金を行っ

てまいりましたが、令和４年度からは口座引き落しに変更させて頂きます。 
詳しくは下記の通りとなりますので、どうぞ趣旨をご理解の上、何卒ご協力いただけます様よろしく 
お願い申し上げます。 

記 
1. 主な変更理由 

 現金取り扱いに伴うリスクの低減（紛失、盗難、感染症対策等） 
 金融機関よる「大量硬貨手数料｣の設定（手数料による事務経費の大幅増） 

 ＊ゆうちょ銀行では令和 4 年 1 月 17 日から硬貨取扱料金が新設されます。 
 

2. 変更時期    令和４年度から 
 

3. 利用する口座引落しシステム: 
ゆうちょ銀行の「ゆうちょ BIZ ダイレクト」システム 

 ＊引落し手数料が低い（10 円/回）ことから市内では多くの学校にて既に利用中です。 
 

4. 対象となる費用   給食費及び教材費 
          ＊教材費には、移動教室費用・卒業アルバム費用等も含みます。 
  

5. 保護者へのお願い 
① 口座開設 
 本システムの利用にあたり、ご家庭でゆうちょ銀行の「総合口座」の開設を 11 月末頃までに 

お願いします。 
＊近隣の郵便局は、八坂郵便局又は久米川駅前郵便局となりますが、業務集中による混雑を防ぐ 

ためにも勤務先等の他地域の郵便局での口座開設のご協力をお願いします。 
 ＊すでに、ゆうちょ銀行の「総合口座」をお持ちの方は、その口座を利用可能です。 
 ＊きょうだいで本校に在籍している場合でも、1 つの口座から引落しが可能です。 
 ＜留意点＞インターネットを利用して総合口座の開設は出来ますが、口座引落しには郵便局での 

印鑑登録手続きが必要となります。 
 
② 「自動払込利用申込書」のご提出 
 口座引落しの初期登録に関わる書類となります。11 月中旬頃に配布させていただきますので、 

必要事項をご記入の上で学校にご提出をお願いします。詳細は配布時に別途ご案内いたします。 
 

6. 口座開設に関するアンケ―トについて 
 新規口座開設にあたり、近隣郵便局の業務対応のためにアンケートを実施いたします。 
 メールに記載の URL にアクセスし、アンケートにご回答をよろしくお願いします。 


